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25

年

度

決

算

坂
本
建
設
課
長　

こ
の
不

納
欠
損
は
、
下
水
道
使
用

料
で
水
道
企
業
団
も
上
水

道
使
用
料
金
を
不
納
欠
損

し
て
い
る
状
況
に
あ
る
た

め
、
企
業
団
と
協
議
し
処

理
し
ま
し
た
。

不
納
欠
損
処
理
の
理
由
は

渡
辺
久
長
議
員　

下
水
道

処
理
事
業
で
４
万
４
０

０
０
円
の
不
納
欠
損
が
あ

り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な

理
由
で
処
理
し
た
の
で
す

か
。

坂
本
建
設
課
長　

下
水
道

事
業
の
借
入
返
済
は
、
平

成
40
年
こ
ろ
ま
で
で
、
残

額
は
約
13
億
円
で
す
。

借
入
金
の
残
額
は
い
く
ら
で
、
何
年
残
っ
て
い
る
の
か

坂
本
紀
一
議
員　

下
水
道

事
業
で
借
入
金
返
済
は
あ

と
何
年
残
っ
て
い
て
、
残

額
は
い
く
ら
で
す
か
。

中
津
除
染
対
策
課
長　

南

山
牛
削
蹄
場
跡
地
、
県
道

広
野
小
高
線
高
萩
の
２
カ

所
は
数
値
が
改
善
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
高
速
バ
ス
利

用
者
駐
車
場
は
県
有
地
の

た
め
草
刈
り
程
度
で
除
染

が
完
了
し
た
と
県
が
判
断

し
て
い
ま
す
の
で
、
徹
底

し
た
除
染
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
協
議
し
て
い
ま
す
。

毎
時
０
・
23
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
を
堅
持
せ
よ

門
馬
巧
議
員　

南
山
牛
削

蹄
場
跡
地
、
県
道
広
野
小

高
線
高
萩
、
高
速
バ
ス
利

用
者
駐
車
場
の
３
カ
所
は

い
ず
れ
も
０
・
23
を
上

回
っ
て
い
ま
す
。

　

県
有
地
の
駐
車
場
は
早

急
に
除
染
を
要
請
す
べ
き

で
は
な
い
で
す
か
。

執
行
し
た
予
算
の
成
果
を
次
年
度
予
算
に
反
映

質疑

決算

公平な負担が求められる下水道使用料

以前は高速バス利用者駐車場だった県有地

鈴
木
福
祉
介
護
課
長　

こ

れ
は
地
域
支
援
事
業
費
に

か
か
る
介
護
予
防
費
で
あ

り
※
特
定
高
齢
者
の
介
護

予
防
が
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
、
一
般
の
介

護
予
防
に
関
し
て
は
実
施

し
て
い
ま
す
。

※
介
護
認
定
を
受
け
る
可

能
性
が
高
い
方

き
ち
っ
と
事
業
は
行
わ
れ
て
い
る
の
か

北
郷
幹
夫
議
員　

介
護
予

防
事
業
費
で
１
６
７
万
１

０
０
０
円
と
い
う
予
算
現

額
で
、
予
防
事
業
に
は
力

を
入
れ
る
べ
き
で
す
。

　

補
正
予
算
を
組
ん

で
お
い
て
結
果
的
に

５
万
８
０
０
０
円
し
か

使
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
は
ど
う
い
っ
た
理
由
で

す
か
。

健康づくりには運動が大切

青
木
町
民
保
健
課
長　

減

塩
対
策
や
肥
満
対
策
を
講

じ
る
た
め
、
先
進
地
の
西

会
津
町
に
保
健
師
と
食
生

活
改
善
推
進
委
員
を
派
遣

し
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
ふ

ま
え
次
年
度
に
反
映
し
ま

す
。

検
証
結
果
は
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か

塩　

史
子
議
員　

保
健
事

業
や
福
祉
事
業
等
の
成
果

を
再
検
証
す
る
と
と
も
に

事
業
の
見
直
し
を
図
る
な

ど
、
25
年
度
の
決
算
を
踏

ま
え
て
26
年
度
は
ど
の
よ

う
な
新
し
い
事
業
・
施
策

を
講
じ
て
ま
す
か
。

糖分や塩分の対策を呼びかける

大
和
田
総
務
課
長　

県
で

廃
炉
作
業
を
監
視
す
る
業

務
の
委
員
に
町
職
員
が

な
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
は
燃
料
棒
の
取

り
出
し
の
確
認
作
業
が
あ

り
ま
し
た
。

原
子
力
応
急
業
務
の
昨
年
の
実
績
は

北
郷
幹
夫
議
員　

町
職
員

が
原
子
力
災
害
応
急
業
務

に
従
事
し
た
昨
年
の
実
績

と
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
す
か
。

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
を
改
正

　

原
子
力
災
害
応
急
業
務

に
従
事
す
る
職
員
の
特
殊

勤
務
手
当
の
業
務
適
用
範

囲
が
、
国
や
県
に
な
ら

い
、
よ
り
詳
細
に
な
り
ま

し
た
。

福島第一原

子力発電所

の敷地内に

おける業務

免震重要棟

の外

①原子
炉建屋
内

１日　40,000 円

②故障
設備等
現場確
認

１日　20,000 円

①及び
②以外

１日　13,300 円

免震重要棟

の内
１日　 3,300 円

帰還困難区

域における

業務

屋外

４時間
以上

１日　 6,600 円

４時間
未満

１日　 3,960 円

屋内 １日　 1,330 円

居住制限区

域における

業務

屋外

４時間
以上

１日　 3,300 円

４時間
未満

１日　 1,980 円

屋内 １日   　660 円


